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入札公告（建設工事） 

 

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。 

   

平成２７年５月２１日 

 

阪神高速道路株式会社          

契約責任者 大阪管理部長 梅谷 貞実  

   

１ 工事概要 

(１)  工事名      植樹帯工事（２７－１－松）（電子入札対象案件） 

(２)  工事場所    大阪府道 高速大阪松原線 

          (大阪市東住吉区駒川３丁目) 

(３)  工事内容     本工事は、阪神高速道路の環境施設帯に植樹帯を整備するもの

である。 

(４)  工期      契約締結日の翌日から２４０日間 

(５)  工事概算数量   

施設撤去工    １式、 敷地造成工  １式、 擁壁工   １式 

雨水排水設備工  １式、 給水設備工 １式 

植栽工       １式、 共通仮設費  １式 

(６)  本工事は、あらかじめ指定する技術提案を求め、品質確保のための体制を確認し、

価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（特

別簡易型・通常タイプ）の試行工事である。 

(７)  本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥの対象工事であ

る。 

(８)  本工事は、すべての入札参加者から入札価格に対応する工事費内訳書の提出を求め

る工事である。 

(９)  本工事は、入札を原則として電子入札システムで行う対象工事であり、阪神高速ホ

ームページに掲載の電子入札運用基準を適用する。なお、例外的に電子入札により

がたい者は、申請書の提出時までに、同基準に基づき阪神高速の承諾を得て紙入札

方式によることができる。 

ただし、紙入札方式は郵送による入札のみとし、直接（持参）入札は認めない。 

                             

２ 競争参加資格 

(１)  阪神高速道路株式会社契約規則第６条 
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   阪神高速道路株式会社契約規則（平成 23 年阪神高速規則第 10 号）第６条の規定に

該当しない者であること。 

(２)  一般競争参加資格の認定 

開札時に阪神高速における「造園」に係る平成 27・28 年度の一般競争参加資格の

認定を受けていること。 

なお、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始

の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、阪神高速が別に定め

る手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 

(３)  会社更生法・民事再生法 

会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者

を除く。）でないこと。 

(４)  企業の形態 

単体であること。 

(５)  地域要件 

建設業法に基づく本支店・営業所が、近畿２府４県（大阪府・京都府・兵庫県・

奈良県・滋賀県・和歌山県）に所在すること。 

なお、建設業法上の支店・営業所が申請書及び資料の提出時に登録されていない

場合は、その所在を証明する公的資料を添付すること。 

(６)工事の施工実績 

平成 12 年度以降に、元請けとして、下記に示す工事の施工実績（完成し引渡しが

済んでいるものに限る。以下同じ。）を有すること。なお、共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、出資比率が 20％以上の場合のものに限る。 

ただし、阪神高速が発注し、完成し引き渡した工事の場合は、工事成績評定点が

65 点未満の工事は施工実績として認めない。また、国、地方公共団体及び公共工事

の入札契約の適正化の促進に関する法律第２条第１項の政令で定める法人（以下「他

の機関」という。）が発注した工事の場合は、他の機関が施工実績として認めない点

数未満の工事も施工実績として認めない。 

庭園、公園、植樹帯、遊園地等の工事で下記工種を全て含む工事 

①造成工（掘削工、盛土工等） 

②外構工（擁壁、フェンス工、境界工等） 

③植栽工（植樹、移植等） 

(７)  技術提案書及び品質確保体制確認書 

下記３（２）イ）に示す評価項目に対する当該工事における技術提案を記載した

技術提案書及び品質確保のための体制に関する内容を記載した品質確保体制確認書
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が適切であること。なお、詳細については、入札説明書を参照すること。 

(８)  工事成績評定点 

阪神高速が発注した工事のうち、過去２年度（平成 25 年度及び平成 26 年度）に

完成し引き渡しされた工事の実績がある場合は、平成 25 年度及び平成 26 年度の工

事成績評定点の平均が２年連続で 65 点未満でないこと。 

(９)  配置予定技術者 

次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」とい

う。）を当該工事に専任で配置できること。 

①   下記に示すいずれかの資格を有する者であること。 

・１級造園施工管理技士または技術士（農業・林業部門） 

②  平成 12 年度以降に、元請けの現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当

技術者として、下記に示す工事の工事経験を有する者であること。 

ただし、工事経験の取り扱いは、上記（６）の施工実績の取り扱いに同じ。 

庭園、公園、植樹帯、遊園地等の工事で下記工種を全て含む工事 

①造成工（掘削工、盛土工等） 

②外構工（擁壁、フェンス工、境界工等） 

③植栽工（植樹、移植等） 

③  監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者であること。 

④  専任の監理技術者等にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にあること。 

なお、恒常的な雇用関係とは、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」と

いう。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）提出日以前に３か

月以上の雇用関係にあることをいう。 

⑤  配置予定技術者を主任技術者とする場合は、下請契約の金額を建設業法によ

り許可されている範囲内（3,000 万円未満）とすること。なお、申請書及び資料

提出時に下請契約の金額が未定である場合は、配置予定技術者は監理技術者と

して登録すること。 

(10)  競争参加停止措置 

申請書及び資料の提出期限日から開札時までの期間に、阪神高速から競争参加停

止措置を受けていないこと。 

(11)  暴力団等排除措置規則 

申請書及び資料の提出期限日から開札時までの期間に、阪神高速道路株式会社暴

力団等排除措置規則に基づく入札等除外措置を受けておらず、かつ、同規則別表に

掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。 

(12)  設計業務等の受託者との関連 
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本工事に係る設計業務等の受託者等（受託者が設計共同体の場合は、当該設計共

同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受託者と資本若しくは人事面において

関連がある建設業者でないこと。 

(13)  入札参加者間の資本・人的関係 

入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。（資本関係

又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

く。）（入札説明書参照） 

   

３ 総合評価落札方式に関する事項 

(１)  総合評価落札方式の仕組み 

本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。 

①   技術評価点として、上記２（７）に関する技術提案書の評価に応じて付与す

る点数及び入札説明書７．資料で提出された実績等による企業の施工能力等の

評価に応じて付与する点数として最大 20 点（コスト縮減提案に関する評価点

がある場合はこれに加点）、並びに品質確保のための体制の評価に応じて付与

する点数として最大 30 点を与える。 

②   価格評価点として、入札価格を一定のルールに沿って点数化したものを与え

る。 

③   技術評価点と価格評価点を加算して算出した評価値を用いて、落札者を決定

する。 

以下にその概要を示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準

等については、入札説明書を参照すること。 

(２)  評価項目 

各評価項目の評価指標の内容を以下に示す。なお、詳細については、入札説明書

を参照すること。 

イ)  技術提案に関する事項 

１)  現場施工及び品質・安全管理に関する技術的所見 

２)  実現可能なコスト縮減提案（コスト縮減に寄与する技術提案） 

ロ)  企業の施工能力等に関する事項 

１)  企業の施工能力 

２)  配置予定技術者の能力 

 (３)  落札者の決定 

入札参加者は、価格をもって入札し、提出された技術提案書の評価に応じて付

与する点数、企業の施工能力等の評価に応じて付与する点数及び品質確保のため

の体制の評価に応じて付与する点数などからなる技術評価点、並びに入札価格を

点数評価した価格評価点から、評価値［評価値＝技術評価点＋価格評価点］を算
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出し、次の条件を満たす評価値の最も高い者を落札者とする。 

①  入札価格が契約制限価格の範囲内であること。 

②  技術提案等が適切であること。 

(４)  上記（３）において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじ引きにより

落札者を決定する。 

(５)  技術提案等の履行に関する事項 

技術提案書及び品質確保体制確認書（以下「技術提案書等」という。）に記載した

内容は履行すること。また、契約書に添付する。 

技術提案書等に記載された内容については、工事中及び工事完成時に確認できる

項目を、契約後に提出する施工計画書等に反映させるものとし、工事中及び工事完

成後に、履行状況の確認及び検査を行う。 

なお、受注者の責により、技術提案書等に記載された内容の履行がなされなかっ

た場合は、工事成績評定において、未実施の評価項目ごとにその項目点数を減ずる

（最大 10 点減点）。 

また、技術提案書等に記載された内容に対する履行状況が特に悪質と認められる

場合は、契約違反として取り扱う場合がある。 

   

４ 入札手続等 

(１)  担当部署 

〒５５２－０００６ 

大阪市港区石田３丁目１番２５号 

阪神高速道路株式会社 大阪管理部 経理課 

電話０６－６５７６－３８８１ 内線４１３５ 

(２)  入札説明書等の交付期間、場所及び方法 

①  交付期間：平成２７年５月２２日（金）から平成２７年６月９日（火）まで

の毎日（土曜日､日曜日及び祝日を除く）、午前 10 時から午前 12

時まで、午後１時から午後 5 時まで。ただし、最終日は午後 4 時

まで。 

②  交付場所：上記（１）に同じ 

③  交付方法：無償で直接交付する 

(３)  申請書及び資料の提出期間、場所及び方法 

本競争の参加希望者は、次に従い、申請書及び資料を提出すること。 

①   提出期間：平成２７年５月２２日（金）から平成２７年６月９日（火）まで

の毎日（土曜日､日曜日及び祝日を除く）、午前 10 時から午前 12 時まで、午後

１時から午後 4 時まで。 

②  提出場所：上記（１）に同じ 
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③  提出方法：下記イ）及びロ）のとおり 

イ)  上記１（９）の電子入札システムによって、電子入札運用基準に定める様

式４「書類の提出について」を提出するものとする。（紙入札方式の承諾を

得た場合は不要） 

ロ)  上記イ）による提出を行うとともに、持参又は郵送によって、申請書及び

資料（正１部）を提出するものとし、電送によるものは受け付けない。ま

た、郵送による提出は、一般書留又は簡易書留によること。 

なお、詳細については、入札説明書によること。 

(４)  入札、開札の予定日時、場所及び入札書の提出方法  

①   電子入札による入札の締め切り 

平成２７年７月２３日（木） 午後５時００分 

②   紙入札方式の承諾を得た場合 

平成２７年７月２３日（木）午後５時００分必着 

なお、入札書の提出方法は、一般書留又は簡易書留による郵送とし、直接

（持参）入札及び電送による入札は受け付けない。郵送の宛先は上記（１）

に同じ。また、阪神高速より競争参加資格があることを認めた旨の通知書の

写しを、入札書を入れた中封筒と共に表封筒に入れて郵送すること。 

③   開札日時 

平成２７年７月２４日（金） 午前１０時３０分  

④   開札の場所 

阪神高速道路株式会社 大阪管理部  

 

５ その他 

(１)  手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(２)  入札保証金及び契約保証金 

①  入札保証金は免除する。 

②  契約保証金は納付すること。 

ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代

えることができる。 

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結

を行った場合は、契約保証金の納付を免除する｡なお、契約保証金の額、保証金額

又は保険金額は、請負代金額の 10 分の１以上とする。 

(３)  入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記

載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 
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(４)  落札者の決定方法 

  落札者は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、上記３（３）により

決定するものとする。なお、詳細については、入札説明書による。 

ただし、落札者となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなさ

れないおそれがある、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序

を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときは、契約制限価格の範

囲内の価格で入札した他の者のうち、最も評価値が高い者を落札者とするこ

とがある｡ 

(５)  配置予定技術者の確認 

落札者決定後、資格要件を満たしていないことが判明した場合や、コリンズ等に

より、配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ば

ないことがある。 

また、他の機関の工事を含めた他の工事と重複しているにもかかわらず入札し、

専任制違反により契約できなかった場合は、競争参加停止措置を行うことがある。 

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の

差し替えは認められない。 

(６)  調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、専任の監理技術者

等の配置が義務づけられている作業において、監理技術者等及び現場代理人とは別

に、上記２．（９）に定める要件と同一の要件（２．（９）②に掲げる工事経験を除

く。）を満たす技術者を配置すること（入札説明書参照。）なお、開札後、専任の技

術者を追加配置できないことが判明した場合は、競争参加停止措置を行うことがあ

る。 

(７)  契約書作成の要否  要 （本件は電子契約を利用できます。） 

(８)  関連情報を入手するための照会窓口  上記４（１）に同じ。 

(９)  一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２（２）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記４（３）

により、申請書及び資料を提出できるが、競争に参加するためには、開札時におい

て、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならな

い。 

(10)  技術提案書等の内容についてのヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場

所等を別途通知する。 

(11)  品質確保体制確認書の内容についてのヒアリングを実施する場合は、その実施日時

及び場所等を別途通知する。 

(12)  企業結合確認資料についてのヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所

等を別途通知する。 

(13)  技術提案書、品質確保体制確認書の提出がない又は適切でない場合は、入札に参加
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できない。 

(14)  技術提案書の採否 

技術提案書の採否については、競争参加資格確認結果通知に併せて通知する。 

(15)  低入札価格調査を受けた者との契約に関する事項 

低入札価格調査を受けた者との契約については、契約保証金の額は請負代金額の

10 分の３以上とするとともに、前金払の額を請負代金額の 10 分の１以内とする。 

(16)  詳細は、入札説明書による。 


